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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２８年 ７月１２日開催分） 

  

平成２８年 ７月 ２９日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２８年 ７月１２日（火） 午前９時００分～９時１０分 

 

＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、 

今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、 

荒木理事、黄木理事、大橋理事 

上田監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 籾井会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）平成２７年度インターネット活用業務実施状況および評価結果に

ついて 

 

２ 報告事項 

（１）関連団体役員体制について 

（２）放送技術審議会委員の委嘱と任期途中の退任について 
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議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）平成２７年度インターネット活用業務実施状況および評価結果に

ついて 

（メディア企画室） 

ＮＨＫのインターネット活用業務は、放送を補完してその効果・効用

を高め、国民共有の財産である放送番組等を広く国民に還元するなど、

放送法第１５条に掲げられたＮＨＫの目的を達成するために実施するも

のです。平成２７年度のインターネット活用業務は、放送法、「インター

ネット実施基準（以下、「実施基準」）」、平成２７年答申第１号、および

「平成２７年度インターネットサービス実施計画」に基づき、実施しま

した。実施基準第６部共通事項の第３項、第４項に基づき、実施状況お

よび評価結果（案）を取りまとめましたので、審議をお願いします。 

はじめに、「受信料を財源とするサービス」についてです。 

(1)２号受信料財源業務（受信料を財源とし、放送番組等を電気通信回線

を通じて一般の利用に供する業務） 

国内放送関係では、「ニュース・災害情報発信の強化」、「教育分野の充

実・強化」、「番組内容の理解を深める質の高いコンテンツの提供」、「効

果的で魅力的なハイブリッドキャスト展開」、「ラジオのインターネット

サービスの利便性向上」、「ジャンル別ポータルサイトの利便性向上」、

「地域放送局のインターネットサービス」、および「“人にやさしい”サ

ービスの実施」の８つの柱によりサービスを実施しました。主なものと

しては、「ニュース・災害情報発信の強化」として災害時にニュースなど

をテレビの放送と同時にインターネットでも提供を行ったこと、「教育

分野の充実・強化」として放送済みの学校教育番組を提供するポータル

サイト「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」の充実を図ったこと、「番組内

容の理解を深める質の高いコンテンツの提供」として、「ためしてガッテ

ン」や「ＮＨＫスペシャル」等の放送番組サイトを充実させたほか、Ｎ

ＨＫが保有する番組や素材を活用した「戦争証言アーカイブス」や「東

日本大震災アーカイブス」を提供したことなどがあげられます。 

国際放送関係では、国際理解の促進を図るとともに、放送番組を補完
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する観点から、インターネットを通じてＮＨＫワールドＴＶ（外国人向

けテレビ国際放送）およびＮＨＫラジオ日本（ラジオ国際放送）におい

て、番組を放送と同時に提供しました。また、ＮＨＫワールドＴＶでは

「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」、「Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａ

ｎ」等の２２の放送番組について、ＮＨＫラジオ日本では１８言語によ

るニュースおよび１７言語による番組について既放送番組の提供を行い

ました。 

試験的な提供については、国内テレビ放送の番組を、インターネット

を通して放送と同時に提供するサービスの改善・向上の検討に資するこ

とを目的として、「試験的提供Ａ」と「試験的提供Ｂ」の２項目を実施し

ました。「試験的提供Ａ」では「２０１５ＮＨＫ杯国際フィギュアスケー

ト競技大会」等３つのスポーツイベントを、「試験的提供Ｂ」では２７年

１０月から１１月にかけての４週間、総合テレビの午前７時から午後１

１時までの放送（一部を除く）について、受信契約者から募集した対象

者９,８９８人に対し同時提供を行い、視聴ニーズや権利処理の課題の把

握などを行いました。 

２号受信料財源業務の費用は、受信料収入の１.７％にあたる１１３.

１億円で、内訳は物件費７９.４億円、減価償却費３.５億円、人件費３

０.０億円でした。物件費のうち、国内放送関係は６４.７億円（試験的

な提供の費用２.６億円を含む）、国際放送関係は１４.７億円でした。 

(2)３号受信料財源業務（受信料を財源とし、事業者等へ提供する業務） 

災害等の緊急時における情報提供として、１社に対して放送番組１件

を、公益上特に意義のあるものとして、１社に対して放送番組３本を提

供しました。 

３号受信料財源業務の費用は４６万円でした。 

続いて、「有料で行うサービス」についてです。 

(1)２号有料業務（ＮＨＫオンデマンド） 

利用者負担により行う業務のＮＨＫオンデマンドでは、「見逃し番組」

として連続テレビ小説「あさが来た」、大河ドラマ｢真田丸｣、「ＮＨＫス

ペシャル」、「ＮＨＫニュース７」等およそ６,０００本、「特選ライブラ

リー」としておよそ５,０００本を提供しました。２７年度末の実績で、

ＮＨＫが利用者に直接提供する形態の会員登録数は１７４万５,０００

人、外部プラットフォーム事業者を経由する提供については８社となり
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ました。 

(2)３号有料業務（有料で事業者等へ提供する業務） 

 提供条件の公平性を担保することに留意しつつ、基本契約の締結を行

い、１０社に対し、放送番組およそ２,０００本を有料で提供しました。 

 ２号有料業務および３号有料業務は区分経理の対象で、放送番組等有

料配信業務勘定として計理されています。２号・３号有料業務の事業収

入は２０.１億円、事業支出は１９.４億円となり、２号・３号有料業務

の事業収支差金は０.６億円となりました。 

 次に、インターネット活用業務 審査・評価委員会（以下、「委員会」）

についてです。 

インターネット活用業務における適正性の確保に資するため、外部の有

識者で構成する委員会を５回開催し、インターネット活用業務に関する

競合事業者等からの意見・苦情等の概況について、ＮＨＫから報告をし

ました。なお、受理した意見・苦情等の申し立てはありませんでした。

また、四半期ごとの実施状況に関する報告も行いました。さらに、「平成

２８年度インターネットサービス実施計画」の策定にあたり、委員会に

諮問して答申を受けました。 

 最後に、実施結果の総括です。 

 ２７年度のインターネット活用業務は、放送法第１５条に資する公共

性の高いサービスを提供したと考えます。また市場への影響についても、

寄せられた意見・苦情等の申し立てのうち、競合事業者等から具体的な

対応を求めるものはなく、市場の状況を勘案すると、「市場の競争を阻害

するようなもの」とはなっていないと考えます。ＮＨＫの提供したイン

ターネットサービスに要する費用についても、実施基準第２部４の①（受

信料収入の２.５％を上限とする）、第４部４の①（年額１億円程度を上

限とする）で定められた規模の範囲内におさまっていることから、「平成

２７年度インターネットサービス実施計画」の実施結果は、妥当であっ

たと考えます。 

以上については、委員会から「平成２７年度インターネット活用業務 

実施状況および評価結果（案）に関する当委員会の見解」を受領してお

り、「放送法、実施基準、及び平成２７年答申第１号の内容、並びにこれ

までに行われてきた当委員会における議論や検討内容を踏まえ、適切性

の観点から検討した結果、実施計画に関し、実施状況及び協会による評
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価は適切なものであると考える。」との答申を得ました。 

 なお、本議案が決定されれば、「ＮＨＫオンライン」で公表することと

したいと思います。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）関連団体役員体制について 

（関連事業局） 

平成２８年７月現在の関連団体の役員体制の概要について報告します。 

２７年７月から２８年６月までの間に、関連団体２６団体のうち８団

体で社長・理事長が交代しました。子会社のＮＨＫエンタープライズは

板野裕爾社長、ＮＨＫエデュケーショナルは掛川治男社長、ＮＨＫビジ

ネスクリエイトは福井敬社長、ＮＨＫアイテックは井上樹彦社長、ＮＨ

Ｋ文化センターは竹村範之社長、ＮＨＫ営業サービスは長谷欣之社長が

それぞれ就任しています。関連公益法人等では、ＮＨＫ放送研修センタ

ーは上滝賢二理事長、ＮＨＫ交響楽団は今井環理事長がそれぞれ就任し

ています。 

 ７月１２日現在の新しい体制の常勤役員数は１３５人で、ＮＨＫグル

ープ経営改革の一環として、株主総会、評議委員会前の旧体制と比べ６

人増加しました。非常勤役員数は１５４人で、旧体制と比べ２人増加し

ました。 

 

（２）放送技術審議会委員の委嘱と任期途中の退任について 

（森永技師長） 

放送技術審議会委員の委嘱と任期途中の退任について、報告します。 

 武田博之氏（総務省大臣官房総括審議官）に、平成２８年６月１７日

付で新規委嘱します。 

 なお、富永昌彦氏（前 総務省大臣官房総括審議官）は、本人からの申

し出により、２８年６月１６日付で委嘱を解くこととしました。 
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以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２８年 ７月２６日 

会 長  籾 井 勝 人 


